
平成２９年度第２回 鳥取県手話施策推進協議会 次第 

 

 

 

日時：平成２９年９月５日（火） 

午前１０時～正午 

場所： 県庁特別会議室（議会棟３階） 

 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 事 

（１）第１回鳥取県手話施策推進協議会での意見を踏まえた対応について 

   ・平成２９年度６月補正予算関連事業について（頚肩腕障がいに係

る受診体制について） 

   ・手話バッジの活用方法について 

（２）平成３０年度予算要求に向けて 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 
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【別添】西部ろうあ仲間サロン会からの要望書 





平成２９年度６月補正予算について 
（※第 1回の協議会の議論に関連する事業） 

 

 

事業名 事業内容 予算額 

手話通訳者の頚肩腕症候

群検診費用助成事業 

（拡充） 

・手話通訳者等が県外で頚肩腕症候群

の検診を受けた場合に、検診費及び

交通費を全額補助する。 

・頚肩腕症候群の専門医を県外から招

聘する。 

１,806千円 
(うち 324千円は当初

予算計上済) 

手話検定助成事業 

（拡充） 

・手話検定を受検しやすくするため、

手話検定試験を受験する場合、検定

料の一部を助成する。 

・企業等の従業員が受験する場合に助

成する従前からの制度に加え、個人

に対する助成制度を創設。 

116千円 
(別途、手話学習会等

補助金として 1220千

円を当初予算計上

済) 

ＩＣＴを活用した遠隔手

話通訳サービス・電話リレ

ーサービス 

（拡充） 

・遠隔手話通訳サービス等を実施する。

また、ろう者向けＩＣＴ学習会を開

催する。 

・災害時の避難所における遠隔手話サ

ービスを実施する。 

16,445千円 
（うち、遠隔手話通

訳サービス等の実

施、ＩＣＴ学習会開

催経費として 15，005

千円を当初予算計上

済） 

障がい者の居場所づくり

支援事業 

（新規） 

障がい者同士の交流や障がい者と地域

住民が交流するための居場所づくりに

資する取組を行うための経費を助成す

る。 

1,000千円 
・補助率：1/2 

・補助限度額 

：500 千円 

 

takenouchishinobu
テキスト ボックス
－１－



takenouchishinobu
テキスト ボックス
－２－



登録手話通訳者等の頸肩腕障がいに関する健康診断への支援について 

 

県登録の手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者、要約筆記奉仕員及び盲ろう者通訳・介助員（盲

ろう者支援に当たり、実際に手話を使用する者に限る。以下「登録手話通訳者等」という。）の頸

肩腕障がいを予防し、手話通訳事業等の健全な運営を確保するため、次のとおり取り組む。 

 

１ 県の対応方針 

 ・登録手話通訳者等の頸肩腕障がいに関する問題については、これまでに鳥取県手話施策推進協議会

において重ねて議論がなされ、対応が求められてきたところ。 

 ・県は、登録手話通訳者等の健康管理について法的な責任まで有してはいないが、国が意思疎通

支援事業に係る事業実施の参考として頸肩腕障がいに関する健康診断（以下「頸肩腕健診」と

いう。）の実施を示していること、また複数の府県において頸肩腕健診の受診に対する支援が行わ

れていることを踏まえ、政策的に登録手話通訳者等の頸肩腕健診の受診を支援する。 

 ・現時点で県内に頸肩腕障がいに関する専門医がいないため、当面県外の専門医により頸肩腕

健診を実施することとし、県内における頸肩腕健診の実施については、医療機関等と協議の上、

引き続き検討を行う。 

 

２ 平成 29年度の取組 

（１）健康管理講習会の開催 

   登録手話通訳者等の頸肩腕障がいや頸肩腕健診の受診に対する理解を深めるため、県外から

専門医を招き講習会を開催する。 

  ア 講師 頸肩腕障がいを専門とする県外医師（専門医） 

  イ 日程 10月下旬頃（予定） 

  ウ 場所 倉吉市内（予定） 

  エ 内容 頸肩腕障がいの危険性、頸肩腕健診の受診の必要性等 

 

（２）頸肩腕健診の受診に対する支援 

  ア 一次健診 

    全登録手話通訳者等を対象に、上肢等の各部位における筋のこり、痛みしびれ等の自他覚症

状の有無等について健康調査票（問診票）への記入を求めた上で、二次健診の要否について

専門医の所見を求める。 

  （ア）医師 頸肩腕障がいを専門とする県外医師（専門医） 

  （イ）実施方法 

    ①県から全登録手話通訳者等に健康調査票（問診票）を送付。 

    ②登録手話通訳者等から県へ健康調査票（問診票）を提出。 

    ③県において健康調査票（問診票）を取りまとめの上、専門医に送付。 

    ④専門医において、二次健診の要否を判定。 

    ⑤専門医から県へ一次健診の結果を送付。 

    ⑥県から登録手話通訳者等へ一次健診の結果を送付。 

  （ウ）実施時期 

     10月～11月（予定） 
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  イ 二次健診 

    アの結果、専門医が必要と認めた者を対象に、二次健診（握力、つまみ力、タッピング等

の検査及び診察）の受診を促し、当該健診を受診した者に対して、受診経費を助成（健診料金

及び旅費の全額）する。 

  （ア）受診先 

     アの専門医 

  （イ）実施方法 

    ①県と専門医の間で健診実施日（複数日）を調整。 

    ②対象者へ二次健診の受診案内及び受診経費助成制度について通知し、受診日を調整。 

    ③対象者において、二次健診を受診。 

    ④専門医から二次健診の結果を対象者へ送付。 

    ⑤対象者から県へ受診経費助成を申請（実績報告を兼ねる）。 

    ⑥県から対象者へ補助金を支給。 

  （ウ）実施時期 

     12月～2月（予定） 
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手話バッジの活用方法について（アンケート） 
 

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 

 

 鳥取県では、ろう者の方が街中などで聞こえる人とコミュニケーションを取りやすく

するため、要件に該当する人に、手話でコミュニケーションを取れることが一目でわか

る目印として「手話バッジ」（下記参照）を付けていただこうと考えています。 

 現在、どの程度手話のできる人に「手話バッジ」を付けていただくのが適当かを検討

しているところです。 

 そこで、ろう者の方の御意見を検討の参考にしたいので、下記のアンケートに御協力

くださいますようお願いします。 

 

【手話バッジ】 

 

 

 

 

 
    《実物大》 

 

 

 

【質問１】 

  どういった方に「手話バッジ」を付けていただきたいですか？（複数回答可） 

  □ 手話を勉強中（講習会を修了）    □手話を勉強中（手話サークルに参加） 

  □ 手話検定試験等合格者（  級以上） 

※何級以上の方が適当かご記入ください。各級のレベルは次頁参照。 

  □ 登録手話通訳者・登録手話奉仕員   □ 手話通訳士 

  □ その他（                              ） 

 

 

【質問２】 

  「手話バッジ」を付けている人に何を求めますか？（複数回答可） 

  □ 簡単なあいさつ程度         □ 初歩的な日常的な会話 

  □ 外出時の支援（道案内など）     □ 外出時の支援（通訳） 

  □ その他（                              ） 

 

 

 

 

《質問は以上です。御協力ありがとうございました。》 

 

【問合せ・回答先】 

  鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課担当：竹ノ内 

   ﾌｧｯｸｽ ０８５７－２６－８１３６  電話 ０８５７－２６－７２０１ 

   電子ﾒｰﾙ shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp   

  

あいサポートマークに“手話”を表す両手を添えたデザイン 

【ろう者の方用】 
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《参考》手話検定試験各級の目安 
 

級 目   安 

１級 学習歴：3年、単語数：3000 

ろう者と積極的に会話をしようとする態度をもち、あらゆる場面での会話を話

題にし、よどみなく会話ができる程度 

準１

級 

学習歴：2年半、単語数：2200 

ろう者と積極的に会話をしようとする態度をもち、社会活動の場面を話題に会

話ができ、かつ一部専門的な場面での会話ができる程度 

２級 学習歴：2年、単語数：1500 

ろう者と積極的に会話をしようとする態度をもち、社会生活全般を話題に手話

で平易な会話ができる程度 

３級 学習歴：2年半、単語数： 800～1000 

ろう者と積極的に会話をしようとする態度をもち、日常の生活体験や身近な社

会生活の体験を話題に手話で会話ができる程度 

４級 学習歴：1年、単語数：500～600 

ろう者と積極的に会話をしようとする態度をもち、家族との身近な生活や日常

生活の体験を話題に手話で会話ができる程度 

５級 学習歴：6ヶ月、単語数：200～300 

ろう者との会話に興味をもち、自己紹介を話題に手話で会話ができる程度 
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手話バッジの活用方法について（アンケート） 
 

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 

 

 鳥取県では、ろう者の方が街中などで聞こえる人とコミュニケーションを取りやすく

するため、要件に該当する人に、手話でコミュニケーションを取れることが一目でわか

る目印として「手話バッジ」（下記参照）を付けていただこうと考えています。 

 現在、どの程度手話のできる人に「手話バッジ」を付けていただくのが適当かを検討

しているところです。 

 そこで、手話を学んでいる方や実際に手話通訳等をされている方などの御意見を検討

の参考にしたいので、下記のアンケートに御協力くださいますようお願いします。 

 

【手話バッジ】 

 

 

 

 

 
    《実物大》 

 

 

 

【質問１】 

  あなたの現在の状況を教えてください。 

  □ 手話を勉強中（講習会を修了）   □ 手話を勉強中（手話サークルに参加） 

  □ 手話検定試験等合格者（手話検定    級） 

  □ 登録手話通訳者・登録手話奉仕員  □ 手話通訳士 

  □ その他（                              ） 

 

【質問２】 

  どういった方が「手話バッジ」を付けたらいいと思いますか？ 

  □ 手話を勉強中（講習会を受講）   □ 手話を勉強中（手話サークルに参加） 

  □ 手話検定試験等合格者（  級以上） 

※何級以上の方が適当かご記入ください。各級のレベルは次頁参照。 

  □ 登録手話通訳者・登録手話奉仕員  □ 手話通訳士 

  □ その他（                              ） 

 

【質問３】 

  あなたは「手話バッジ」が付けられる対象となった場合、バッジを付けますか？ 

  □ 付ける    □ 付けない（理由：                  ） 

 

《質問は以上です。御協力ありがとうございました。》 

 

【問合せ・回答先】 

  鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課担当：竹ノ内 

   電話 ０８５７－２６－７２０１  ﾌｧｯｸｽ ０８５７－２６－８１３６ 

   電子ﾒｰﾙ shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp 

あいサポートマークに“手話”を表す両手を添えたデザイン 

【手話学習者・手話通訳者の方用】 
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《参考》手話検定試験各級の目安 
 

級 目   安 

１級 学習歴：3年、単語数：3000 

ろう者と積極的に会話をしようとする態度をもち、あらゆる場面での会話を話

題にし、よどみなく会話ができる程度 

準１

級 

学習歴：2年半、単語数：2200 

ろう者と積極的に会話をしようとする態度をもち、社会活動の場面を話題に会

話ができ、かつ一部専門的な場面での会話ができる程度 

２級 学習歴：2年、単語数：1500 

ろう者と積極的に会話をしようとする態度をもち、社会生活全般を話題に手話

で平易な会話ができる程度 

３級 学習歴：2年半、単語数： 800～1000 

ろう者と積極的に会話をしようとする態度をもち、日常の生活体験や身近な社

会生活の体験を話題に手話で会話ができる程度 

４級 学習歴：1年、単語数：500～600 

ろう者と積極的に会話をしようとする態度をもち、家族との身近な生活や日常

生活の体験を話題に手話で会話ができる程度 

５級 学習歴：6ヶ月、単語数：200～300 

ろう者との会話に興味をもち、自己紹介を話題に手話で会話ができる程度 
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手話バッジの活用について（今後のスケジュール） 
 

 

１ アンケートの配布 

（１）県 ⇒ 協力団体      ９月中旬 

（２）協力団体 ⇒ アンケート協力者（ろう者、手話学習者・手話通訳者） 

        １０月上旬まで 

 

２ アンケートの回収 

   アンケート協力者 ⇒ 県障がい福祉課（ＦＡＸなど） 

                 １１月末締切り 

 

３ アンケートの集計・方針検討  １２月中 

 

４ 方針協議（配布先） 

   第３回鳥取県手話施策推進協議会（２月を予定）で事務局案を提示し、協議会で

協議し決定する。       平成３０年２月 

 

５ 手話バッジの配布       平成３０年３月～ 

takenouchishinobu
テキスト ボックス
－９－



takenouchishinobu
テキスト ボックス
－１０－



平成２９年度関連予算 
【障がい福祉課】 

 

①手話の普及                                （単位：千円） 

区 分 事業内容 
H29年度 H28年度

当  初 
H30年度 
要求予定 当初 6 月補正 

ミニ手話講座

の開催 

2時間/回程度の県民向け手話講座

を県内各地で開催する。 

1,630 － 1,630 継続 

手話学習会等

補助金 

・企業等が開催する手話学習会開

催経費に係る補助金 

・手話検定試験等受験料の１／２

を助成する。 

1,220 116 850 継続 

手話サークル

への補助 

手話サークル活動を推進するため

の補助金 

600 － 600 継続 

手話啓発イベ

ントへの補助 

鳥取県聴覚障害者協会が主催する

手話啓発イベント開催経費に係る

補助金 

800 － 800 継続 

聴覚障がい者

福祉研修会へ

の補助 

聴覚障がい者福祉研修会開催経費

に係る補助金 

65 － 65 継続 

(H29新)中国地

区合同手話研

修への補助 

中国地区合同手話研修会開催経費

に係る補助金 

100 － 0 廃止 
(H29 単

年事業) 

合  計  4,415 116 3,945  

 

②手話を使いやすい環境整備                         （単位：千円） 

区 分 事業内容 
H29年度 H28年度

当  初 
H30年度 
要求予定 当初 6 月補正 

ＩＣＴを活用

した遠隔手話

通 訳 サ ー ビ

ス・電話リレー

サービス 

・遠隔手話通訳サービス及び電話

リレーサービスを実施する。ま

た、ＩＣＴ技術を有効に活用し、

生活に役立ててもらうため、ろ

う者向けＩＣＴ学習会を開催す

るとともに、手話通訳者のレベ

ルアップを図るため、研修への

派遣を行う。 

・災害時の避難所における遠隔手

話通訳サービスを実施する。 

15,005 1,440 14,825 継続 

音声文字変換

システム 

手話に慣れていない難聴者のコミ

ュニケーションを支援するため、

聞こえる人の音声を文字に変換し

て表示するシステムを運用する。 

869 － 869 継続 

手話通訳者ト

レーナー 

経験の浅い手話通訳者等のサポー

トをしながら、現場での技術指導

を行うとともに、手話通訳者等の

手話表現･通訳技術向上を行う。 

6,423 － 6,352 継続 

手話通訳者設

置・派遣 

主催者の依頼に基づき、講演会等

に手話通訳者を派遣し、ろう者の

情報保障を行う。 

31,578 － 33,607 継続 

手話通訳者養

成研修等 

手話通訳者養成研修、現任者研修

等を実施する。 

 

8,609 － 7,313 継続 
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手話通訳者指

導者養成研修

への派遣 

2 名の手話通訳者指導者（候補）

を手話通訳者指導者養成研修に派

遣する。 

1,226 － 1,231 継続 

手話通訳者の

頚肩腕症候群

検診費用助成 

手話通訳者等が頚肩腕症候群の検

診を受けた場合に、その自己負担

分を県が全額助成する。 

324 1,482 324 継続 

鳥取県手話施

策推進協議会

の経費 

鳥取県手話施策推進協議会の委員

報酬、旅費。 

368 － 364 継続 

とっとりの手

話を創り、守

り、伝える事業

への補助 

鳥取の手話を整理して記録し、地

域の手話を残す取組を支援するた

めの補助金 

100 － 100 継続 

聴覚障がい者

相談員設置事

業 

3 圏域に聴覚障がい者相談員を配

置し、聴覚障がい者からの各種相

談に対して助言、関係機関との調

整等を行う。 

21,967 － 21,753 継続 

合  計  86,469 2,922 86,738  

 

③手話パフォーマンス甲子園                         （単位：千円） 

区 分 事業内容 
H29年度 H28年度 

当  初 
H30年度 
要求予定 当初 6 月補正 

全国高校生手

話パフォーマ

ンス甲子園非

常勤職員（情報

発信担当） 

手話パフォーマンス甲子園に関す

る広報･情報発信を担当する非常

勤職員 1名を配置する。 

1,895 － 1,864 継続 

 

④聴覚障がい者センター関連経費                       （単位：千円） 

区 分 事業内容 
H29年度  H28年度

当  初 
H30年度 
要求予定 当初 6 月補正 

字幕入り映像

の貸出事業 

字幕入り映像作品の貸出事業を実

施する。 

3,985 － 3,985 継続 

 

⑤要約筆記事業                               （単位：千円） 

区 分 事業内容 
H29年度  H28年度 

当  初 
H30年度 
要求予定 当初 6 月補正 

要約筆記者養

成研修事業 

要約筆記者養成研修･要約筆記者

現任研修の実施、要約筆記者指導

者養成研修への派遣等を行う。

（H29 新）また、同指導者養成研

修受講者から他の要約筆記者指導

者に対し、受講内容の伝達研修を

実施する。 

9,108 － 8,859 継続 

要約筆記者設

置・派遣事業 

主催者の依頼に基づき、講演会等

に要約筆記者を派遣し、聴覚障が

い者の情報保障を行う。 

7,328 － 6,411 継続 

合  計  16,436 0 15,270  
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⑥障がい者支援事業                            （単位：千円） 

区 分 事業内容 
H29年度  H28年度 

当  初 
H30年度 
要求予定 当初 6 月補正 

障がい者の居

場所づくり支

援事業への補

助 

外出する機会の少ない障がい者に

対し、障がい者同士、又は地域住

民と交流できる居場所の設置など

の取組に支援するための補助金 

－ 1,000 － 継続 

(拡充) 
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【特別支援教育課】 

 

①ろう児が手話を学び、手話で学習していく取組を進める。           （単位：千円） 

区 分 事業内容 
H29年度  H28年度

当  初 
H30年度 
要求予定 当初 6 月補正 

聴覚障がい基

礎研修会の開

催 

初任者･転入職員対象の研修会を

開催する。 

9 － 9 継続 

手話講座の開

催 

教職員の手話技術の向上を図るた

め、鳥取聾学校教職員及び寄宿舎

指導員対象の手話講座を開催す

る。 

252 － 255 継続 

聴覚障がい教

育に関する専

門研修会の開

催 

聴覚障がいに関する専門研修会を

開催する。 

230 － 232 継続 

手話講座等へ

の参加経費の

助成 

教職員の手話奉仕員等養成講座へ

の参加経費を助成する。 

240 － 370 継続 

教職員の手話

技能検定助成

制度 

教職員の手話検定料（補助率

10/10、1 回分）及び通信教育受講

料（補助率 1/2、上限 1万円）を補

助する。 

1,111 － 1,153 継続 

手話通訳者の

派遣 

校内研修会、ＰＴＡ会議、職員会

議等へ手話通訳者を派遣する。 

1,028 － 1,182 継続 

相互理解補助

道具（ＵＤトー

ク）の導入 

鳥取聾学校・鳥取聾学校ひまわり

分校・鳥取盲学校寄宿舎に、音声

を文字変換する「ＵＤトーク」を

導入する。 

0 － 162 廃止済 
(H28 で

事 業 完

了) 

合  計  2,870 0 3,363  

 

②すべての児童・生徒が手話を学ぶ機会をつくる。               （単位：千円） 

区 分 事業内容 
H29年度  H28年度 

当  初 
H30年度 
要求予定 当初 6 月補正 

（H29 新）手話

言語条例学習

教材の作成・配

布 

手話言語条例の基本理念及び手話

に対する理解を深めるため、手話

に関するろう者の歴史をテーマと

した学習教材を作成･配布する。 

2,497 － 0 継続 

手話普及コー

デ ィ ネ ー タ

ー・手話普及支

援員の配置 

ろう及び手話に関する普及活動及

び学習教材の利用促進の活動を行

う手話普及コーディネーター（東

部･中部、西部に非常勤職員を各 1

名配置）及び手話普及支援員（ボ

ランティア）を配置し、学校への

派遣を行う。 

10,400 － 9,679 継続 

聾学校幼児児

童生徒との交

流学習 

鳥取聾学校と交流中の 4 校をモデ

ル校とし、課題を整理して今後の

交流の拡大に繋げる。 

200 － 200 継続 

鳥取聾学校教

職員による出

前講座の開催 

保育所、幼稚園、小学校、中学校、

高等学校、特別支援学校、その他

各種団体への出前講座を開催す

る。 

165 － 165 継続 
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手話ハンドブ

ックの配布（新

１年生分） 

小学校 1 年生に手話ハンドブック

を配布し、手話への興味関心を深

める。 

1,556 － 1,556 継続 

指文字タペス

トリー作成・配

布 

指文字タペストリーを作成し、小

学校に配布することで、指文字へ

の興味関心を深める。 

816 － 765 廃止 
(H29 で

事 業 完

了) 

学校窓口役の

研修 

県内の学校において、手話普及の

推進役を指名し、ろうや手話につ

いての知識・理解を深める研修を

実施する。 

0 － 30 廃止済 
(通知等

で実施) 

合  計  15,634 0 12,395  
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鳥取県手話施策推進計画に基づく手話施策推進状況について

平成２８年度取組実績 平成２９年度取組状況

(1)

ア 地域、職場等における手話の普及

・県民向けミニ手話講座の開催 ・平成26年度：36回開催、484人受講
・平成27年度：36回開催、403人受講
・平成28年度：36回開催、221人受講
　※平成26年度から夏休み親子講座を開催（中部3回、西部3回）

親子ミニ手話講座やミニ手話講座を各圏域で開催
・平成29年度（7月末現在）：○回開催、○人受講

・手話学習会開催事業費等補助金 平成27年度から、企業等の事業者に加えて、10人以上の手話学習グ
ループを補助対象に追加。学校PTAや地域住民を対象とした手話学習
会が開催されるなど、地域や職場で手話を学ぶ取組が拡大している。
・平成26年度：11件申請、36回開催・延べ471人受講
・平成27年度：16件申請、40回開催･延べ784人受講
・平成28年度：19件申請、74回開催･延べ1,609人受講

手話学習会を開催する企業等、10人以上のグループ単位で開催する手
話学習会に補助金を交付
・平成29年度（7月末現在）：12件申請（62回・延べ1,578人受講）

・手話サークル等助成事業費補助金 鳥取県手話サークル連絡協議会に補助金を交付し、活動を支援。 鳥取県手話サークル連絡協議会に補助金を交付し、活動を支援。

・手話パフォーマンス甲子園の開催 全国から集まった高校生チームが手話によるパフォーマンスを披露する
大会を実施。幅広い世代への手話の普及につながった。
・第１回大会：平成26年11月23日開催（鳥取市：県民ふれあい会館）
　　　全国から41チームが応募、20チームが本大会出場。
・第2回大会：平成27年9月22日開催（米子市公会堂）
　　　47チームの応募があり、20チームが本大会出場。
・第3回大会：平成28年9月25日開催（倉吉未来中心）
　　　61チームの応募があり、20チームが本大会出場。

第4回大会
　・開催日：平成29年10月1日（日）
　・場所：とりぎん文化会館
　・27都道府県から54チームの応募があり、20チームが本大会出場。

・手話啓発イベントへの助成 鳥取県聴覚障害者協会が開催した「2016年度鳥取県手話フォーラムin
とっとり」の運営費に対し助成を行った。
・平成28年11月10日（日）、県民ふれあい会館
･内容：講演、アトラクション（岐阜ろう劇団「いぶき」による公演等）

手話を使ったパフォーマンスを通して手話の楽しさを知り、県民に手話
の魅力を発信することで手話に対する理解を広めることを目的に鳥取
県手話フォーラムを開催する。
・平成29年11月5日（日）に米子市で開催予定

イ 教育における手話の普及

・手話普及支援員派遣制度（手話普
及コーディネーターの配置を含む）

手話普及コーディネーターが調整し、各学校へ手話普及支援員を派遣
し、学校での手話学習を協力サポート
　・平成26年度：136回、延べ231人派遣
　・平成27年度：239回、延べ493人派遣
　・平成28年度：234回、延べ580人派遣

手話普及コーディネーターが調整し、各学校へ手話普及支援員を派遣
し、学校での手話学習を協力サポート。派遣先について私立高校を対
象外に（教育・学術振興課が講師派遣を補助）、幼稚園・保育所・認定こ
ども園を追加
　・平成29年度（7月末現在）：112回、延べ228人派遣

・手話ハンドブック等の手話学習教材
の活用推進

平成26年度の県内全小中高校の児童生徒へハンドブックを配布。平成
27年度からは小学校新１年生分のハンドブックを増版・配付
　・平成27年度：4,861冊
　・平成28年度：4,933冊

・小学校新１年生分のハンドブックを増版・配付
　　平成29年度：4,783冊
・中学生・高校生向けの教材を作成・配付予定

・聾学校との交流学習の推進 聾学校のある地域の学校との交流や在籍幼児児童生徒の居住地域の
学校との交流、聾学校と難聴学級との交流を実施

聾学校のある地域の学校との交流や在籍幼児児童生徒の居住地域の
学校との交流、聾学校と難聴学級との交流を実施

・学校における手話に関する情報を
受発信する窓口役の決定

全小・中・高等学校において窓口役を指名（各学校長が指名） 全小・中・高等学校において窓口役を指名（各学校長が指名）

ウ 行政、公共交通機関等における手話の普及・情報発信

・行政職員向け手話講座の開催 鳥取県職員人材開発センターにより、県・市町村職員向けの手話講座
を開催。
・入門編：6～9月　東中西　各12回
・受講実績
　東部：受講者9名、修了者3名
　中部：受講者5名、修了者4名
　西部：受講者2名、修了者2名

鳥取県職員人材開発センターにより、県・市町村職員向けの手話講座
を開催。
・入門編（ステップ1）：7～9月　東中西　各9回
　　受講者数
　　　東部：22名
　　　中部：7名
　　　西部：7名
・入門編（ステップ2）：11～2月　東中西　各11回

・知事定例記者会見・議会中継等で
の手話通訳者配置

知事定例記者会見、議会中継等に手話通訳者を配置し、県政情報発信
の情報保障を行っている。

知事定例記者会見、議会中継等に手話通訳者を配置し、県政情報発信
の情報保障を行っている。

・[再掲]手話学習会開催事業費等補
助金

[再掲]
平成27年度から、企業等の事業者に加えて、10人以上の手話学習グ
ループを補助対象に追加。学校PTAや地域住民を対象とした手話学習
会が開催されるなど、地域や職場で手話を学ぶ取組が拡大している。
・平成26年度：11件申請、36回開催・延べ471人受講
・平成27年度：16件申請、40回開催･延べ784人受講
・平成28年度：19件申請、74回開催･延べ1,609人受講

［再掲］
手話学習会を開催する企業等、10人以上のグループ単位で開催する手
話学習会に補助金を交付
・平成29年度（7月末現在）　　12件申請（62回・延べ1,578人受講）

【実施施策】

【実施施策】

【実施施策】

計画 【実施施策】　　【予定施策】

手話の普及、ろう者に対する理解促進
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(2)

ア 手話通訳者の養成、派遣事業等の充実

・手話通訳者養成研修・派遣事業 ○手話通訳者養成研修修了者数（受講者数）
　　・平成26年度修了者数：通訳Ⅰ 15名（18名）、通訳Ⅱ 10名（11名）
　　・平成27年度修了者数：通訳Ⅰ 13名（17名）、通訳Ⅱ 12名（13名）
　　・平成28年度修了者数：通訳Ⅰ　8名（13名）、通訳Ⅱ　9名（14名）
○手話通訳者等派遣件数
　　・平成25年度　  693件（1,235人）
　　・平成26年度　1,112件（1,813人）
　　・平成27年度　1,031件（1,655人）
　　・平成28年度　1,048件（1,673人）

○手話通訳養成研修の開催
　平成29年度受講者数
　・通訳Ⅰ：東部　○名、西部　○名
　・通訳Ⅱ：東部　○名、西部　○名
　・通訳Ⅲ：中部　○名
○手話通訳者等派遣件数
　　・平成29年度（7月末現在）　○件

・手話通訳者トレーナーの配置 手話通訳者トレーナー稼働件数
・平成26年度　61件
・平成27年度　106件
・平成28年度　120件

手話通訳者の通訳現場等にトレーナーを派遣し、手話通訳者の業務相
談、助言、援助を行い、手話通訳技術の向上を図る。

イ 聴覚障がい者相談事業の充実

・聴覚障がい者相談員 鳥取県聴覚障がい者センターにおける相談実績
・平成25年度　2,409件（東部546件、中西部1,863件）
・平成26年度　2,380件（東部570件、中部860件、西部950件）
・平成27年度　2,656件（東部942件、中部872件、西部842件）
・平成28年度　2,640件（東部837件、中部877件、西部926件）

東中西の各圏域（センター）に聴覚障がい者相談員を配置し、聴覚障が
い者等の相談・指導を行う。
相談実績
・平成29年度（7月末現在）　○件（東部○件、中部○件、西部○件）

・手話学習者等による見守り手話ボラ
ンティア

未実施。今後検討。 今後検討。

ウ 鳥取聾学校・難聴学級における「手話による教育」の推進

・鳥取聾学校地域支援部の充実 幼稚園・保育所等、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、その他
各種団体からの要請に応じて研修会開催等の支援を実施

幼稚園・保育所等、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、その他
各種団体からの要請に応じて研修会開催等の支援を実施

・手話検定等受験料助成制度 教職員の手話検定料及び通信教育受講料の補助
・平成27年度　聾学校教職員の受験者数　54人
　　　　　　  　　　聾学校以外の教職員　12人
・平成28年度　聾学校教職員の受験者数　59人
　　　　　　  　　　聾学校以外の教職員　14人

教職員の手話検定料及び通信教育受講料の補助
・平成29年度　聾学校教職員の受験予定者数　56人

・教職員の聴覚障がい理解と手話技
術の向上

・教職員手話研修会を実施（月1回程度）
・初任者・転入職員対象の聴覚障がい基礎研修会の開催
　　平成26年度：本校8回、分校5回
　　平成27年度：本校6回、分校5回
　　平成28年度：本校6回、分校4回
・聾学校において聴覚障がいに関する専門研修会の開催
　　平成26年度：本校・分校各1回
　　平成27年度：本校・分校各1回
　　平成28年度：本校・分校各1回

・教職員手話研修会を実施（月1回程度）
・初任者・転入職員対象の聴覚障がい基礎研修会の開催
　　平成29年度（7月末現在）：本校6回、分校4回
・聾学校において聴覚障がいに関する専門研修会の開催
　　平成29年度（7月末現在）：分校1回

エ 新しい手話コミュニケーション環境の創出

・遠隔手話通訳サービス（＋代理電話
支援サービス）

平成25年度から実施している遠隔手話通訳サービスに加え、平成27年
度から電話リレーサービス（代理電話）を開始。電話リレーサービスの利
用が多く、難聴者・中途失聴者からも利用申込みがある。
・遠隔手話通訳サービス利用件数
　　平成25年12月～平成29年3月　356件
・電話リレーサービス利用件数
　　平成27年4月～平成29年3月　1,044件

鳥取県聴覚障害者協会及び民間事業者に委託し、遠隔手話通訳サー
ビス・電話リレーサービスを実施する。
・遠隔手話通訳サービス利用件数
　平成29年度（7月末現在）　○件
・電話リレーサービス利用件数
　平成29年度（7月末現在）　○件

・ろう者向けＩＣＴ学習会 ・遠隔手話通訳・電話リレーサービスの使用方法について学習会を開催
し、利用促進を図った。
　　東部：平成28年12月25日　参加者11名
　　中部：平成28年12月17日　参加者14名
　　西部：平成28年12月11日　参加者14名
・災害時等での情報獲得の重要性、タブレット等の活用について講習会
を開催した。
　　平成29年1月26日　参加者26名

ろう者等を対象としてＩＣＴ（情報通信技術）の活用方法等に関する学習
会等を開催する。

・[再掲]手話学習者等による見守り手
話ボランティア

[再掲]未実施。今後検討。 [再掲]今後検討。

オ ろう者が働きやすい環境づくり

・聴覚障がい者就労支援事業 聴覚障がい者が就職活動で面談等を行う場合に、要請に応じて手話通
訳者を派遣。
・平成26年12月～平成27年3月　5件（内容：職場見学、面談）
・平成27年度　　　　　　　　　　　　15件（内容：職場見学、面談）
・平成28年度　　　　　　　　　　　　20件（内容：職場見学、面談）
※「手話通訳者養成研修・派遣事業」の手話通訳者派遣件数には含まない。

聴覚障がい者が就職活動で面談等を行う場合に、要請に応じて手話通
訳者を派遣する。
・平成29年度（7月末現在）　　5件（内容：職場見学、面談）

カ とっとりの手話の文化的発展

・とっとりの手話を創り、守り、伝える
事業補助金

とっとりの手話の創出・普及、昔の地域手話の保存・伝承を通じて、鳥
取県内の手話の文化的発展に資する取組に対して補助金を交付。
・高齢ろう者の手話を動画に記録
・平成28年11月6日に開催された「鳥取県手話フォーラムinとっとり」にお
いて成果発表が行われ、新たな手話表現等が紹介された。

とっとりの手話の創出・普及、昔の地域手話の保存・伝承を通じて、鳥
取県内の手話の文化的発展に資する取組に対して補助金を交付。
・高齢ろう者の手話を動画に記録
・11/5に開催予定の「鳥取県手話フォーラム」において成果を発表予
定。

手話を使いやすい環境整備

【実施施策】

【実施施策】

【実施施策】

【予定施策】

【実施施策】

【予定施策】

【実施施策】

【実施施策】
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第２回鳥取県手話施策推進協議会（追加資料） 

 

平成２９年９月５日 

特別支援教育課 

 

手話普及支援員について 

 

 

手話普及支援員の登録者数及び派遣数等については以下の表のとおりである。登録者数は

転居や新規登録等により変動している。依頼のあった学校の校区、手話普及支援員の予定、

依頼内容等によって、派遣状況に差がある。 

 

 

 登録者数 派遣あり 派遣なし 派遣延べ人数 
一人あたりの 

平均派遣数 

平成２６年度 

（３月６日現在） 

９１人 

 

－ 

（７２人） 

－ 

（１９人） 

２３１人 

 

－ 

（３．２回） 

平成２７年度 ８４人 ６９人 １５人 ４９３人 ７．１回 

平成２８年度 ８９人 ６５人 ２４人 ５８０人 ８．９回 

平成２９年度７月末現在 ８８人 ４７人 ４１人 ２２８人 ４．９回 

平均派遣数は、小数点第２位を四捨五入 

  



 



『手話普及支援員について』 

平成２６年 ６月１３日 

平成２７年 ３月１６日（追記・修正） 

平成２８年 ２月２２日（追記・修正） 

平成２８年１２月１２日（追記・修正） 

 

特 別 支 援 教 育 課 

【手話で学ぶ教育環境整備事業】 
 鳥取県手話言語条例制定後、教育面における手話に関する環境整備を行っている。 
 ・手話関連図書の県内全学校への配布(H25 年度) 
 ・手話ハンドブック（入門編）を県内全学校児童・生徒・教職員に配布(H26 年 2 月) 
 ・手話ハンドブック（活用編）を県内全学校児童・生徒・教職員に配布（H26 年 7 月） 
  ・手話クリアファイル（鳥取県の地名）を県内全学校児童・生徒・教職員に配布(H27 年 2 月) 
 ・手話学習事例を特別支援教育課ホームページで公開（H29 年 3 月末予定） 
 （参考） 

平成 26 年 11 月 23 日 第 1 回全国高校生手話パフォーマンス甲子園開催（鳥取市） 
平成 27 年 9 月 22 日 第 2 回全国高校生手話パフォーマンス甲子園開催（米子市） 
平成 28 年 9 月 25 日 第 3 回全国高校生手話パフォーマンス甲子園開催（倉吉市）        

                                                                   

【手話普及コーディネーター2 名を配置（H26 年 4 月から）】 
 鳥取聾学校 田村仁志氏・・・東部、中部担当  
 鳥取聾学校ひまわり分校 浦木幹子氏・・・西部担当 
〈手話普及コーディネーターの業務〉 
 ・県内各学校窓口役と調整し、手話普及支援員を派遣する。 
 ・手話普及支援員派遣事業の活用推進を行う。 
 ・手話に関する情報発信を行う。（学習場面等） 
 ・手話学習教材の開発や普及啓発を行う。 
 

【手話普及支援員の役割】 
 県内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校からの派遣要請に応じて、各学校での手話

普及活動を行う。 
 ・85 名（内、ろう者 21 名）の方が登録（H28 年 9 月末現在） 
 ・現在の登録状況から 1 人あたり 6 回程度の派遣を想定しているが、日程調整（曜日、時   

 間帯、派遣地域等）を行う関係で、登録いただいたすべての方が派遣されるものではない。 
 ・派遣人数についは、各学校の学習ニーズ（学習グループ等）に応じて検討する。 
 

【手話普及支援員派遣までの主な流れ】（別紙参照） 
 

 各学校からの派遣要請 

             ↓ 

 手話普及コーディネーターが日時・内容等を確認 

             ↓ 

 手話普及支援員の皆様に登録していただいた御都合を確認しながら調整 

             ↓ 

 派遣する手話普及支援員を決定し、依頼文を送付 

             ↓ 

 
     

 手話普及コーディネーター・学校窓口役との事前打合せ 
※学校からの要望（学習内容）等を確認 

             ↓ 

 当日、各学校での支援活動 

                          ↓ 
 手話普及支援員活動記録（別紙様式）の提出 

別紙 



 

【業務内容】 
 ○学習支援・・・学習場面において手話に関する学習を補助 
                 手話教材（手話ハンドブック（入門編）等）を活用した手話の普及 
 ○ろう者との交流・・・ろう者とのふれあいの場を提供 
 ○クラブ活動、部活動支援・・・手話クラブ、手話部活動での支援 
 ○学校行事・・・学習発表会、文化祭への支援  等 
  ○聴覚障がいについての理解推進 
  ・ろう者の文化や手話についての話 
  ・手話言語の特徴等についての話 
  ・ろう者の困り感等についての話 
 
 ※基本的には、手話ハンドブック（入門編）及び（活用編）に載せている表現を使用するこ

と。 
 ※活動後、手話普及支援員活動記録に、感想等を記載し、１週間以内に手話普及コーディネ

ーターへ提出すること。 
 

【派遣先】 
 県内の各小学校・中学校・高等学校および特別支援学校（234 校） 

 

 ・東部在住の方・・・東部 
 ・中部在住の方・・・中部 
 ・西部在住の方・・・西部 

 

    ※基本的には上記の 3 圏域での派遣を考えているが、日程調整等により圏域を越えて  
     の派遣になる場合もある。 
 

【業務時間等】 
 ・基本的には、子どもたちが学校にいる時間帯 
 ・1 派遣につき、2 時間程度   手話普及コーディネーターとの事前打合せ（1 時間程度） 
                 学校での支援活動（1 時間程度） 
 ※事前打合せは、電話やファクシミリ、派遣学校等での打合せを考えているが、派遣決定時

に相談させていただく。（可能な範囲で、手話普及支援員、学校窓口役、手話普及コー 
ディネーターの 3 者での打合せの場を設定する。） 

 

【勤務条件】 
 ○謝金・交通費について 
 ・1 回の派遣につき、3,000 円（所得税引後 2,694 円） 
  ※事前打ち合わせの旅費、当日の旅費、謝金を含んだ金額である。 
  ※ボランティア保険等には加入しない。  
 

【情報保障】 
 ・ろう者の方を派遣する場合、聴者の手話普及支援員をペアで派遣する。その場合、手話通

訳・読み取り通訳の役割も担う。ただし、通訳が可能な手話普及支援員を派遣することが
困難な場合は、鳥取県聴覚障害者協会と連携し手話通訳者を派遣する。 

 

【その他】 
 ・手話普及支援員の支援技能の向上を図るため、可能な限りお互いの支援場面を参観す  

る。 
  ・年間支払額が、5 万円以上の方には翌年 1 月までに支払い調書を送付します。5 万円未  

満の方で支払い調書が必要な場合は鳥取聾学校へ連絡する。 


